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くりこま高原駅から北に車で10分, 田園地帯の一角にトマト2.1ha, 水田約10haを経営する“有
限会社 サンアグリしわひめ”があります｡ 今回紹介するのは, 同社で専務取締役を務める三浦和
栄 (かずえい) さんです｡
｢自分が農業をするとは考えていなかった｣ という三浦さんは, 高校卒業後, 自動車会社や農協

で機械整備に従事し, その後, ほ場整備を契機として設立された ｢下区集落営農組合｣ の一員とな
り, 水稲と大豆の生産に取り組みました｡
当時, 組合と地元の農協では収益性の高い ｢施設園芸｣ を計画しており, 話し合いを重ねた結果,
平成12年に養液栽培トマトを主体とした会社を設立することになりました｡ 三浦さんは取締役に就
任するとともに,生産技術について, いわき市の農業法人で長期研修を受けるなど一から学んだそ
うです｡ 施設はオランダのダッチライト型ガラス温室で, 温度, 湿度等の栽培環境はコンピュータ
で制御しています｡ 三浦さんはトマト栽培はもとより機械整備の経験を活かして施設の簡単なメン
テナンスは自ら行うほか, 従業員の指導や作業工程の計画など運営全体に携わっています｡

将来的には施設の更新が必要で収量
を増やすとともに, ヒートポンプの導
入による燃油費の削減で収益の向上を
目指しています｡
生産された完熟トマトは ｢酸味が少
なくさっぱりして食べやすい｣ と消費
者にも大好評｡ 三浦さんが ｢多くの
お客さんが来てくれてうれしい｣ と
話す直売所は, 取材時も
賑わっていました｡
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平成25年６月１日発行
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第79回宮城県農業会議通常総会を３月26日

(火曜日),仙台市 ｢ホテル白萩｣で開催しました｡

初めに秋山副会長から, 東日本大震災からの

復旧・復興に一致団結して取り組んで行きたい

との挨拶の後, 平成24年度 ｢農業委員会だより｣

コンクールの表彰式が行われました｡ 優秀賞の

栗原市農業委員会, 優良賞の加美町農業委員会・

登米市農業委員会の３委員会が受賞されました｡

その後, 宮城県知事 (代理：農林水産部長)

から来賓祝辞, 議事に入り, 第１号議案 ｢平成2

4年度収支予算の変更｣, 第２号議案から第５号

議案まで平成25年度の ｢事業計画｣ ｢収支予算｣

｢賛助拠出金｣ ｢借入金最高限度額｣ について審

議の結果, 原案通り決定いたしました｡

その後, 喫緊の重要課題である ｢ＴＰＰ｣ 問題

についての緊急要請案について協議し政府・国

会, 県選出国会議員等への働きかけを強化する

とともに, 農業委員会として活動の ｢見える化｣

に取り組むことを申し合わせて総会を終了しま

した｡

本県の農業・農村は, 農産物価格の低迷, 基
幹的農業従事者の高齢化, 担い手不足など, 従
来からの課題に加え, 東日本大震災からの復旧・
復興の遅れや原発事故に伴う風評被害など厳し
い状況にあります｡
一方, 政権交代の中, ＴＰＰについては, 十分
な情報開示や国民的議論がなされないまま, ２
月22日の日米首脳会談を経て, 国は交渉参加へ
と大きく舵を切り, ３月15日に参加表明を行い
ました｡
我々農業委員会系統組織は, ＴＰＰ交渉からの
早期離脱に向けて関係機関と連携をとりながら,
引き続き運動を展開していきます｡
一方, 新政権は新たに規制改革会議を設置し

て, 農地制度や農業委員会制度の検討を進める
方針としております｡
こうした情勢を踏まえ, 系統組織として最終

年度になる ｢みやぎ農地と担い手を守り活かす運
動｣ の一環として ｢人・農地プラン｣ の作成に積
極的に参画し, 意欲ある担い手への農地集積や青
年就農の促進を図ることが強く求められています｡
さらに農業委員や認定農業者等の ｢現場の声｣

を農政に反映させていくため, 建議や要請活動
に引き続き取り組んでいく必要があります｡
今年度は下記の４事項について重点的に取り

組んでいくものです
１ 農政活動の推進
２ 経営・構造対策の推進
３ 農業委員会との連携強化
４ 情報活動の推進
具体的には, １については建議・要請活動や

ＴＰＰ対策, 農業委員大会, 調査活動の実施｡ ２
については担い手・経営対策, 遊休農地解消・
農地集積促進対策, 農業者年金加入推進の実施｡
３については委員会事業への助言・協力, 研修
の実施, ｢みやぎの農地と担い手を守り活かす運
動｣ ・組織強化対策の実施｡ ４については全国
農業新聞・図書の普及推進, 農業委員会だより
発行支援, 農政時流を通じた情報発信の実施が
主な内容です｡
以上のとおり, 平成25年度事業を重点的に実

施していくこととしておりますので, 農業委員
各位のご理解とご協力をいただき, 担当地区で
の積極的な活動をお願いします｡
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昨年12月に第二次安倍
内閣が発足して間もなく
半年｡
巷ではすっかり ｢アベ

ノミクス｣ という言葉が
定着し, その言葉を耳に

しない日がないほどになっています｡ アベノミ
クスは安倍内閣の経済対策を象徴するものとし
て理解しておりますが, この経済対策の ｢３本
の矢｣ のひとつであります｡ ｢日本経済の成長戦
略｣ が現在 ｢産業競争力会議｣ において検討さ
れています｡ 私はその検討の中で ｢攻めの農業｣
を実現するための ｢新たな農地集積制度｣ に注
目しているところです｡
この新制度については, 全国農業新聞を始め

各種紙面等で報道されておりますことから, ご
存知の方も多いと思いますが, 担い手への農地
集積や耕作放棄地の解消を加速化するための手
段として確実に農地の借り受け・貸付けを行う
中間的受け皿 (公的な農地中間管理組織) を整
備しようとするものです｡ この制度設計の詳細
についてはまだ明らかになっておりませんが,
各都道府県ごとにある農業公社を ｢中間受け皿｣
として活用しようと考えられているようであり
ます｡
各都道府県農業公社はこれまでも ｢農地保有

合理化事業｣ を通じて農地の集積に尽力して参
りましたが, その事業の予算措置が乏しいこと
などから思い切った活動が出来ない面もありま
した｡ 今回の新制度は中間的受け皿が積極的に
活動できるよう法整備, 予算措置, 現場での話
し合いをセットで推進しようと検討されており
ます｡
県内では ｢人・農地プラン｣ を作成した地域,
今まさに作成に向けて集落の話し合いが行われ
ている地域などがあると思いますが, このプラ
ンの実現こそがこれからの宮城県農業に求めら
れるものであります｡
みやぎ農業振興公社が ｢中間的受け皿｣ とな

り, 皆様方の農業委員会組織と堅く手を握り
｢人・農地プラン｣ の実現に向けて活動できるこ
とを願っているところであります｡
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公益社団法人みやぎ農業振興公社

理事長 真 木 伸 治
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総務省では平成23年10月から食料の安定供給
を確保するための重要な生産基盤である農地の
保全及び有効利用を図る観点から農地転用規制
の運用状況､ 耕作放棄地対策の実施状況, 農地
の利用集積対策の実施状況を調査し, その結果
を取りまとめ, 次の６点を問題点として指摘し
ました｡
１ 流動化対策を加速させ迅速かつ確実な実
施が必要｡
２ 農地利用集積円滑化事業の実績が低調
３ 全ての農地までは利用状況調査の対象に
していない農業委員会がある
４ 遊休農地の所有者に対する指導が低調な
農業委員会がある
５ 違反転用に対する処分等が不十分なもの
がある
６ 進捗していない転用事業に対する文書指
導等が低調
この指摘事項に対して, 改善のために次の勧

告を農水省に行いました｡
１ 農地集積目標の達成に向けた関係施策の
取組の進捗状況の検証､ 検証結果をそれ以
降の取組に反映
２ 農用地利用集積円滑化事業の実績が上がっ
ていない原因・理由や各団体における取組
の実態を更に把握・分析し, その結果を踏
まえ推進方策を検討｡
３ 農水省の農業委員会への指導・助言・利
用状況調査について, 農地法にのっとり,
その区域内にある全ての農地を調査対象と
して実施
農地の利用増進を図るための指導の徹底｡
利用増進が図られない場合は遊休農地であ
る旨の通知・公告
４ 遊休農地の所有者に対する指導が低調
勧告や処分の適切かつ厳格な実施を確保
5 転用許可時に付した条件に基づく転用事
業の進捗状況の把握・管理及び事業計画ど
おり進捗していない事案に対する厳格な指
導の徹底
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本県の農林水産業は, 取り巻く環境が厳しさを増す中, 東日本大震災により, 沿岸部を中心に甚大
な被害を受けました｡ 震災からの復旧はもとより, これまで以上に競争力を強化していく必要があり
ます｡
このため県では, 生産基盤の迅速な復旧とともに, 先進的で競争力のある農林水産業の構築に取り
組みます｡ さらに, 東京電力福島第一原子力発電所事故による影響への対応として安全・安心な農林
水産物を供給する体制を整備するとともに, 風評被害の払拭に努めます｡
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○ 農地の復旧や除塩対策・地力向上の計画的推進, 防潮堤や排水機場の復旧推進
○ 農地復旧と新たな土地利用計画に基づくほ場大区画化の一体的推進
○ 専門家等の活用による経営再建支援, 円滑な事業資金の融通

���������� ���!"

○ 経営再開マスタープランの作成支援
○ 大規模土地利用型農業経営体の育成, 施設園芸団地の整備, 畜産の生産拡大, 経営の法人化
○ 先端技術を活用した大規模な実証研究の推進, 研究成果の普及促進
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○ 集落共同活動による地域資源の保全管理の実施, 都市住民との交流推進
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○ 産地強化による園芸振興, 優良種畜の確保と活用による畜産物の安定供給
売れる米づくりの推進, 麦・大豆の生産拡大

○ アグリビジネス経営体の育成, 地産地消や食育の推進
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５月30日, 東京都・日比谷公会堂で全国農業
委員会会長大会が約2,000人 (本県からは34名)
の農業委員会会長等が参加し開催されました｡
大会では, 持続可能な力強い農業の実現と再

生に向けた提案や, また国益を守れないＴＰＰ
交渉参加交渉への反対要請についの決議が行わ
れて, 満場の拍手でもって採択されました｡ 当
日, 大会決議事項について, 中村会長をはじめ
本会役員による県選出国会議員に対する要請活
動が行いました｡
大会での承認された議案は次のとおりです｡
第１号議案／基本農政の確立に向けた提案決

議, 第２号議案／国益を守れないＴＰＰ交渉に
反対を求める要請決議, 第３号議案／農業委員
会の更なる取り組みに関する申し合わせ決議,
第４号議案／情報活動の一層の強化に関する申
し合わせ決議, 第５号議案／第28回農業委員統
一選挙に関する特別決議

農業者年金は､ 農業者限定の国民年金の上乗
せ年金として､ 老後の生活安定のために大きく
寄与しているところです｡
平成14年から開始された新制度では, 第２期

中間目標で加入者10万人を超え, 宮城県でも約1,
900人の加入となっています｡
しかし, 市町村間の加入状況に大きな差があ

ることから, 加入資格のある方への制度周知にﾑ
ﾗがあることが考えられます｡
県協議会として, 現況を把握するとともに,

新たに農業者年金基金が策定した ｢加入者累計
計13万人に向けた前期３ヵ年運動｣ と連携して
新たな取組方針を決定しました｡
数値目標として, 年間加入者133人, うち20～
39歳57人としています｡ また, 女性農業者の加
入についても, 積極的に加入を進めることとし
ています｡
市町村段階では下記に重点を置いて運動を展

開します｡
１ 加入目標数, うち20～39歳の目標人の具体
的数値の設定

２ 関係機関・職員による地区別加入推進班の
見直し (女性農業委員の積極的登用)

３ 加入対象者名簿の更新・整備
４ 加入推進強化月間の設定
前期：７～９月・後期：12月～２月

５ 地区別加入推進班による戸別訪問
６ 加入推進側の研修会開催
７ 加入対象者に対する制度の周知
８ 農業者参加会合での制度ＰＲ
９ 機関紙・情報誌・ＨＰでの広報
10 年金窓口でのＰＲ (家族等加入)
また, 県農業会議として農業委員会等の活動

を支援するため次の活動を行います｡
１ 研修会開催・先進事例紹介等
２ 戸別訪問用啓発・加入推進資料の作成
３ 市町村等研修会への講師の派遣
４ 市町村取り組みへの点検・助言
５ 市町村巡回指導
以上の計画に基づき平成25年度の活動を実施

しますので, 管内JA等と緊密な連携のもと目標
達成に向け積極的な取組みをよろしくお願いい
たします｡
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県選出国会議員への要請活動
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立候補した責任と, 皆さんから選ばれて任せられた仕事なので, 期待を裏切
らないよう頑張ります｡ 自分で理解していないと相談や説明ができないので研
修会には積極的に参加しています｡ 登米市では農業者年金の加入に力を入れて

取り組んでいますが, 昨年度, 初めて加入してもらうことが出来ました｡
家族経営は, 子供を育てながら仕事ができ, 皆で同じ仕事をしているから共通の話題があり
疲れるのも一緒なので, 相手のことを思いやることが出来ます｡ 女性としても, とてもいい職
業と環境だと思います｡
女性農業者の社会参画は, 家族, 特に夫の理解と協力が一番大切だと感じています｡ 私は家
族の理解があってPTAや地域の行事に積極的に参加し, 農業委員になることができましたが,
自分に予定があれば, 出かける前には出来る仕事を終わらせておこうとか, 帰ってからも行か
せてもらった分いつもより頑張ろうとか良い意味でメリハリになっています｡ 研修会等に参加
したからには, 自分のために何かしら得てくること, 今まで以上に頑張る心がけが大切だと思
います｡ 外に出たことで活き活きしていれば, 出してやって良かったと思ってもらえます｡ 感
謝とサービスの気持ちを欠かさないことを心がけています｡

経営内容：水稲 自作３ha・受託(刈取)20ha・施設野菜(きゅうり) 30ａ ほか
就任回数：１期目 (選挙)
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本会職員の異動と職員配置
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行事名
常任会議員
会 議

農業者年金
相 談

若 年 者
就農相談

就農相談

場 所
仙台市
ホテル白萩

仙台市
ＪＡビル
12階

仙台市
仙台マーク
ワンビル
12階

仙台市
県仙台合同
庁舎 ２階
201会議室

開催時間 13：30～
13：30
～

16：00

10：00
～

18：30

13：00
～

16：00

平成25年
６月

17日
(月)

11日
(火)

13日
(木)

18日
(火)

７月 16日
(火)

９日
(火)

11日
(木)

16日
(火)

８月 16日
(金)

13日
(火)

８日
(木)

20日
(火)

９月 17日
(火)

11日
(火)

12日
(木)

17日
(火)

10月 16日
(金)

８日
(火)

10日
(木)

15日
(火)

11月 15日
(金)

12日
(火)

14日
(木)

19日
(火)

12月 16日
(月)

10日
(火)

12日
(木)

17日
(火)

平成26年
１月

17日
(金)

14日
(火)

９日
(木)

21日
(火)

２月 17日
(月)

12日
(水)

13日
(木)

18日
(火)

３月 17日
(月)

12日
(火)

13日
(木)

18日
(火)
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本年もよろしくお願いいたします

訃 報


